
南
朝
の
斉
・
梁
に
活
躍
し
た
僧
祐
（
四
四
五
’
五
一
八
）
と
、
初
唐
の
道
宣
（
五
九
六
’
六
六
七
）
は
、
と
も
に
律
僧
や
仏
教
史
家
と
し
て

中
国
仏
教
史
に
巨
大
な
足
跡
と
著
作
を
残
し
て
い
る
。
特
に
両
者
の
著
作
は
「
弘
明
集
」
と
「
広
弘
明
集
』
、
「
釈
迦
譜
」
と
「
釈
迦
氏

譜
』
、
『
出
三
蔵
記
集
』
と
『
大
唐
内
典
録
」
の
よ
う
に
、
ま
る
で
道
宣
が
僧
祐
の
業
績
を
受
け
継
ぐ
意
識
を
持
っ
て
い
た
か
の
よ
う
な
類

（
１
）

似
性
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
『
宋
高
僧
伝
」
道
宣
伝
に
は
、
道
宣
が
僧
祐
の
生
ま
れ
か
わ
り
で
あ
る
よ
う
な
記
載
も
あ
り
、
両
者
の
間
に
は

何
ら
か
の
共
通
の
志
向
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
近
年
で
は
こ
の
点
を
藤
善
眞
澄
氏
が
注
目
し
、
両
者
の
時
代
背
景
と
と
も
に
末
法
意

（
２
）

識
や
護
法
論
な
ど
の
観
点
か
ら
共
通
点
↓
相
違
点
を
論
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
僧
祐
と
道
宣
の
仏
教
者
と
し
て
の
類
似
性
は
こ
れ
ま
で
も
藤
善
氏
に
よ
り
注
目
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
道
宣
の
戒
律
関
係
著

作
の
主
著
『
四
分
律
冊
繁
補
關
行
事
紗
』
（
以
下
「
行
事
紗
』
）
と
の
関
連
や
著
述
活
動
の
内
実
に
ま
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ま
た
「
行
事
紗
」
自
体
の
研
究
も
、
道
宣
の
仏
教
観
・
戒
律
観
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
戒
律
文
献
と
し
て
の
性
格
や
特
色
な

ど
に
つ
い
て
は
不
明
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
『
行
事
紗
』
の
基
礎
的
研
究
の
一
部
と
し
て
、
そ
の
文
献
的

道
宣
の
「
岡
分
律
行
事
紗
」
撰
述
と
そ
の
背
景

Ｉ
僧
祐
の
著
作
活
動
と
の
類
似
性
口

は
じ
め
に

戸
次

顕

彰
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｜
ｌ
｜
南
朝
仏
教
界
の
動
向
と
僧
祐

憎
祐
の
著
作
活
動
と
道
宣
の
『
行
事
紗
』
と
の
間
に
あ
る
性
格
の
類
似
性
は
、
ま
ず
仏
典
か
ら
要
文
を
抄
出
し
て
、
そ
れ
ら
を
類
聚
し

て
い
く
編
集
方
針
に
象
徴
さ
れ
る
。
ま
ず
僧
祐
の
場
合
を
見
て
い
く
に
は
、
南
朝
仏
教
界
の
動
向
と
併
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

こ
の
領
域
の
研
究
に
は
す
で
に
優
れ
た
成
果
が
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
参
照
し
た
代
表
的
な
研
究
は
、
南
朝
に
お
け
る
仏
書
編

蟇
活
動
に
関
し
て
は
『
仏
典
は
ど
う
漢
訳
さ
れ
た
の
か
ｌ
ス
ー
ト
ラ
が
経
典
に
な
る
と
き
ｌ
」
（
船
山
［
二
○
一
三
］
）
を
は
じ
め
と
す
る
船
山

徹
氏
の
研
究
、
ま
た
梁
代
の
仏
教
類
書
の
成
立
や
そ
の
背
景
を
論
じ
た
研
究
に
は
大
内
文
雄
氏
の
「
南
北
朝
晴
唐
期
仏
教
史
研
究
」
（
大

内
［
二
○
一
三
］
）
、
さ
ら
に
僧
祐
の
著
作
活
動
や
疑
偽
経
・
抄
経
へ
の
態
度
を
論
じ
た
岡
部
和
雄
氏
の
論
考
（
岡
部
［
一
九
七
一
］
）
な
ど
で

あ
る
。
今
こ
れ
ら
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
南
朝
仏
教
の
流
れ
を
概
観
し
て
み
た
い
。

性
格
や
撰
述
意
趣
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
様
々
な
中
国
人
仏
教
者
が
著
し
た
仏
教
文
献
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
を
考

え
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
僧
祐
と
の
類
似
性
に
注
目
し
て
み
た
い
。

本
考
察
の
要
点
を
述
べ
れ
ば
、
道
宣
の
『
行
事
紗
』
に
は
、
仏
典
か
ら
要
文
を
抜
き
書
き
し
て
そ
れ
を
内
容
ご
と
に
章
立
て
す
る
と
い

う
類
書
的
な
文
献
的
性
格
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
『
行
事
紗
』
は
多
分
に
出
家
者
の
実
践
的
・
現
実
的
課
題
へ
の
対
処
を
目
的
と
し
て
お
り

そ
の
点
が
文
献
的
性
格
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
あ
る
道
宣
の
編
集
方
針
や
撰
述
意
趣
に
は
、
僧
祐
の
著
作
活

動
と
類
似
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
僧
祐
か
ら
道
宣
へ
、
あ
る
い
は
南
朝
仏
教
か
ら
道
宣

へ
と
い
う
流
れ
の
一
端
を
考
察
し
、
『
行
事
紗
」
の
文
献
的
性
格
を
論
じ
て
い
き
た
い
。

僧
祐
が
活
躍
す
る
前
の
時
代
、
す
な
わ
ち
五
世
紀
前
半
は
鳩
摩
羅
什
を
は
じ
め
と
し
た
訳
経
僧
ら
の
活
動
に
よ
り
、
訳
経
活
動
が
隆
盛
副

｜
仏
典
の
抄
略
と
仏
教
類
書
の
成
立



（
３
）

を
極
め
た
時
代
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
五
世
紀
も
後
半
に
な
る
と
訳
経
は
一
時
停
滞
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
僧
祐
ら
が
活

躍
し
た
こ
の
時
代
、
す
な
わ
ち
五
世
紀
の
後
半
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
の
南
朝
で
は
教
義
学
が
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
こ
と
は
夙
に
注
目

さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
訳
経
史
の
面
で
は
訳
経
活
動
に
代
わ
っ
て
仏
書
の
編
纂
や
整
理
が
成
さ
れ
て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
と
い
わ

（
４
）

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
行
わ
れ
た
仏
書
の
編
集
活
動
に
は
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
こ
と
は
船
山
［
二
○
一
三
］
等
か
ら
知
ら
れ
る
。
そ
し

て
そ
の
中
に
は
「
抄
経
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
り
、
こ
の
頃
の
抄
経
作
成
の
代
表
的
人
物
と
し
て
寛
陵
文
宣
王
請
子
良
（
四
六
○
’
四

（
５
）

九
四
）
が
い
る
。
薫
子
良
は
南
斉
の
崇
仏
家
と
し
て
知
ら
れ
、
彼
の
も
と
に
は
当
時
の
名
高
い
仏
教
者
が
多
く
出
入
り
し
て
交
流
し
て
い

（
６
）た

。
ま
た
こ
の
頃
、
僧
祐
も
師
の
も
と
で
律
学
を
研
錯
し
た
後
、
講
子
良
の
求
め
に
応
じ
て
律
を
講
義
す
る
な
ど
友
好
的
な
関
係
に
あ
つ

（
７
）
（
８
）

た
こ
と
が
伝
か
ら
知
ら
れ
る
。
南
斉
時
代
の
粛
子
良
に
よ
る
抄
経
の
意
義
に
つ
い
て
船
山
氏
は
、
「
む
し
ろ
、
彼
に
と
っ
て
は
、
自
ら
が
参

与
す
る
斎
会
等
の
仏
教
実
践
の
場
に
お
い
て
読
み
あ
げ
る
べ
き
経
典
に
つ
い
て
、
必
要
な
箇
所
を
的
確
に
ま
と
め
て
準
備
し
て
お
く
た
め

（
９
）

に
、
抄
経
は
必
須
の
資
料
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
ま
た
「
抄
経
」
の
み
な
ら
ず
南
斉
時
代
に
多
く
行
わ
れ
た
仏
書
編
蟇
活

（
、
）

動
の
全
体
に
つ
い
て
も
「
こ
れ
ら
の
諸
事
象
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
仏
教
を
真
蟄
に
実
践
し
よ
う
と
す
る
意
志
に
お
い
て
一
貫
す
る
」
と

述
べ
る
な
ど
、
「
抄
経
」
が
作
成
さ
れ
た
背
景
に
編
蟇
者
の
実
践
的
態
度
が
あ
っ
た
と
い
う
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
本
稿
で
後
述
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
僧
祐
や
道
宣
の
著
作
活
動
に
も
こ
の
よ
う
な
抄
経
作
成
の
背
景
に
あ
る
よ
う
な
実
践
的
意
志
が
見
ら
れ
る
。
こ

の
時
代
に
生
き
た
僧
祐
の
著
作
活
動
、
ま
た
唐
代
に
な
っ
て
「
紗
」
と
題
し
た
戒
律
文
献
を
著
述
し
た
道
宣
の
意
図
を
考
察
す
る
際
に
は

以
上
の
よ
う
な
南
朝
仏
教
界
の
動
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
視
点
を
再
び
南
朝
に
向
け
て
み
た
い
。
抄
経
作
成
の
代
表
的
人
士
が
諭
子
良
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
彼
と
交
流
を
も
ち

（
Ⅱ
）

つ
つ
も
経
典
目
録
編
蟇
者
と
い
う
立
場
か
ら
「
抄
経
」
を
批
判
し
た
人
物
が
僧
祐
で
あ
る
。
僧
祐
は
薫
子
良
と
友
好
的
な
関
係
を
も
ち
な

が
ら
も
、
そ
の
活
動
の
一
端
が
批
判
の
対
象
で
も
あ
っ
た
と
い
う
点
は
一
見
不
可
解
で
あ
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
僧
祐
は
経
録
の
編
纂

者
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
注
意
を
要
す
る
。
つ
ま
り
批
判
の
背
景
に
は
、
イ
ン
ド
伝
来
の
仏
典
の
翻
訳
に
関
す
る
記
録
を
蒐
集
・
整
理
し

区ワ
リム



こ
の
文
章
は
よ
く
知
ら
れ
た
僧
祐
の
抄
経
批
判
の
一
部
で
あ
る
が
、
原
典
の
文
言
を
省
略
・
削
除
し
な
が
ら
仏
典
を
編
集
す
る
「
抄

経
」
は
、
中
国
の
仏
教
者
が
仏
典
を
学
習
・
実
践
す
る
際
に
便
利
な
面
が
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
仏
教
者
が
聖
教
に
対
し
て
重
要
な

箇
所
と
そ
語
っ
で
な
い
箇
所
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま
し
て
や
削
除
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
可
能
で
あ
り
正
当
で
あ
る
の
か
と

い
う
問
題
を
生
起
し
得
る
。
三
蔵
の
訳
出
に
関
す
る
事
跡
を
記
す
べ
く
『
出
三
蔵
記
集
」
を
編
蟇
し
た
僧
祐
の
意
志
は
、
後
の
経
典
目
録

の
基
準
と
し
て
、
あ
る
い
は
中
国
人
仏
教
者
が
イ
ン
ド
伝
来
の
仏
典
と
向
き
合
う
際
の
態
度
と
し
て
、
後
代
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ

て
正
確
に
残
そ
う
と
し
た
僧
祐
の
課
題
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
僧
祐
は
『
出
三
蔵
記
集
」
の
中
で
、
「
抄
経
」
を
「
義
要
を
撮
挙
」
す
る
こ
と
で
あ
る
と
端
的
に
定
義
し
た
上
で
、
イ
ン
ド
伝
来

（
吃
）

の
仏
典
が
広
大
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
訳
経
僧
が
漢
訳
に
際
し
て
便
宜
上
抄
経
を
作
成
す
る
こ
と
に
は
理
解
を
示
す
。
と
こ
ろ
が
後
の
時
代

に
な
る
と
、
翻
訳
が
完
成
さ
れ
た
後
の
経
（
成
経
）
に
対
し
て
も
抄
撮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
を
指
摘
し
て
次
の
よ
う
に
批
判
す

る
。

而
後
人
弗
思
騨
意
抄
撮
、
或
棋
散
衆
品
、
或
爪
剖
正
文
。
既
使
聖
言
離
本
、
復
令
学
者
逐
末
。
寛
陵
文
宣
王
、
慧
見
明
深
、
亦
不
能

免
。
若
相
競
不
已
、
則
歳
代
弥
繁
、
蕪
籟
法
宝
。
不
其
惜
歎
。
（
大
正
五
五
、
三
七
下
）

し
か
し
後
の
人
は
深
く
考
え
る
こ
と
な
く
思
う
ま
ま
に
〔
経
文
を
〕
抜
粋
し
、
諸
品
を
ば
ら
ば
ら
に
し
た
り
、
正
文
を
切
っ
て
分
断

し
た
り
し
て
い
る
。
〔
こ
の
よ
う
な
行
為
は
〕
聖
な
る
言
葉
を
お
お
も
と
か
ら
離
れ
さ
せ
、
学
者
に
〔
本
質
で
は
な
く
〕
末
端
の
事

柄
を
追
わ
せ
て
い
る
。
寛
陵
文
宣
王
の
よ
う
に
智
慧
の
眼
が
明
る
く
深
い
人
で
も
、
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
も
し
〔
こ
の

よ
う
な
抄
経
作
成
が
〕
競
い
合
っ
て
続
け
ば
、
法
宝
を
稜
す
行
為
が
時
代
と
と
も
に
ま
す
ま
す
激
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
残
念
な
こ

と
で
あ
る
。

RQ
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と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
抄
経
に
対
し
て
批
判
的
見
解
を
述
べ
る
に
至
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
僧

祐
の
意
志
は
、
道
宣
が
律
蔵
と
向
き
合
う
姿
勢
と
も
重
な
る
面
が
あ
る
こ
と
は
、
本
稿
で
後
述
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
こ
の
頃
の
抄
経
の
隆
盛
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
注
目
す
べ
き
動
向
は
、
斉
代
か
ら
梁
代
に
か
け
て
の
仏
書
編
集
活
動
が
仏
教

（
喝
）

類
書
の
編
纂
へ
と
向
か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
抄
経
に
は
僧
祐
が
指
摘
す
る
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
に
せ
よ
、
イ
ン
ド
伝
来
の
広
大
な

仏
典
か
ら
要
文
を
抜
粋
す
る
と
い
う
風
潮
は
、
や
が
て
そ
の
抜
粋
し
た
経
文
を
同
類
の
項
目
ご
と
に
章
立
て
し
て
編
集
す
る
と
い
う
ス
タ

イ
ル
の
仏
教
類
書
へ
と
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
よ
う
に
南
朝
で
の
仏
典
の
編
集
活
動
が
抄
経
か
ら
類
書
へ
展
開
し
た
と
見
た
場
合
、
そ
の
動
向
の
中
で
僧
祐
自
身
は
ど
の
よ

う
な
著
作
活
動
を
展
開
し
た
の
か
を
次
に
見
て
い
き
た
い
。
僧
祐
の
著
作
と
し
て
は
『
出
三
蔵
記
集
」
「
弘
明
集
』
「
釈
迦
譜
」
が
現
存
し

て
い
る
が
、
現
存
し
て
い
な
い
著
作
に
つ
い
て
も
「
出
三
蔵
記
集
」
に
目
録
・
序
が
残
っ
て
お
り
、
そ
の
記
載
に
よ
っ
て
僧
祐
に
は
八
部

の
著
作
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
各
著
作
が
ど
の
よ
う
な
性
格
で
あ
っ
た
か
を
多
少
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
僧
祐
は

『
出
三
蔵
記
集
」
「
釈
僧
祐
法
集
総
目
録
序
第
三
」
に
お
い
て
、
自
ら
の
著
作
群
を
次
の
よ
う
に
総
説
し
て
い
る
。

中
一

仰
稟
群
経
、
傍
採
記
伝
。
事
以
類
合
、
義
以
例
分
。
顕
明
覚
応
、
故
序
釈
迦
之
譜
、
区
糯
六
趣
、
故
述
世
界
之
記
、
訂
正
経
訳
、
故

編
三
蔵
之
録
、
尊
崇
律
本
、
故
詮
師
資
之
伝
、
弥
縮
福
源
、
故
撰
法
苑
之
篇
、
護
持
正
化
、
故
集
弘
明
之
論
。
（
大
正
五
五
、
八
七
上

柄
（
類
）
ご
と
に
編
集
し
、
意
味
・
内
容
（
義
）
は
同
じ
意
味
内
容
（
例
）
に
よ
っ
て
分
類
す
る
。
釈
尊
（
覚
応
）
の
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
「
釈
迦
の
譜
」
を
述
べ
、
六
趣
を
区
別
す
る
た
め
に
「
世
界
の
記
」
を
述
べ
、
経
典
の
翻
訳
に
関
す
る
事
柄
を
正

し
く
示
す
た
め
に
「
三
蔵
の
録
」
を
編
纂
し
、
律
本
を
尊
ぶ
た
め
に
「
師
資
の
伝
」
を
調
査
し
て
明
ら
か
に
し
、
福
徳
の
源
に
つ
い

群
経
を
仰
ぎ
受
け
、
記
録
や
伝
記
資
料
も
そ
ば
に
置
い
て
取
り
入
れ
る
。
〔
そ
れ
ぞ
れ
に
記
載
さ
れ
る
〕
事
柄
（
事
）
は
同
類
の
事
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こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
僧
祐
の
著
作
は
先
の
三
書
の
他
に
も
「
世
界
之
記
」
（
「
世
界
記
』
）
、
「
師
資
之
伝
」
（
『
薩
婆
多
師
資
伝
』
）
、

「
法
苑
之
篇
」
（
「
法
苑
雑
縁
原
始
塁
）
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
彼
の
著
述
活
動
は
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
六
書
の
性
格
を
述

べ
る
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
群
経
や
記
伝
の
所
説
を
集
め
て
、
そ
れ
ら
を
同
類
の
事
柄
や
意
味
内
容
に
し
た
が
っ
て
類
別
し
て
い

く
と
い
う
方
法
論
（
傍
線
部
「
事
は
類
を
以
て
合
し
、
義
は
例
を
以
て
分
か
２
）
に
よ
っ
て
一
貫
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
手
法
の
背
景
に
あ
る
僧
祐
の
撰
述
理
念
は
、
各
著
作
の
序
を
見
る
と
よ
り
明
瞭
と
な
る
。
例
え
ば
釈
尊
の
伝
記
を
ま
と
め
上
げ
た

「
釈
迦
譜
」
序
で
は
、

若
夫
胤
喬
託
生
之
源
、
得
道
度
人
之
要
、
泥
恒
塔
像
之
徴
、
遣
法
将
滅
之
想
、

分
条
、
古
聞
共
今
跡
相
証
。
万
里
雌
遡
有
若
躬
践
、
千
載
誠
隠
無
隔
面
対
。

て
糸
を
縫
い
合
わ
せ
る
よ
う
に
ま
と
め
る
た
め
に
「
法
苑
の
篇
」
を
撰
集
し
、
正
し
い
教
え
を
護
持
す
る
た
め
に
「
弘
明
の
論
」
を

編
集
し
た
。

〔
釈
尊
の
〕
家
系
や
託
生
と
い
う
源
、
成
道
し
て
人
々
を
出
家
さ
せ
た
〔
事
跡
の
〕
概
要
、
浬
藥
と
そ
の
後
の
仏
塔
・
仏
像
の
〔
作

ら
れ
た
〕
足
跡
、
釈
尊
の
遣
し
た
法
と
そ
れ
が
や
が
て
滅
び
よ
う
と
す
る
想
定
に
つ
い
て
は
、
諸
経
を
総
括
し
て
そ
れ
を
も
っ
て
正

本
と
し
、
そ
の
他
の
記
録
や
伝
承
（
世
記
）
を
集
め
て
補
助
資
料
と
し
て
付
録
す
る
。
仏
説
と
俗
説
と
を
区
別
さ
せ
、
古
い
伝
承
と

現
在
の
記
録
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
明
ら
か
に
さ
せ
る
。
〔
釈
尊
の
故
地
イ
ン
ド
へ
の
〕
道
の
り
は
万
里
の
よ
う
に
遥
か
で
あ
る
が

自
分
で
釈
尊
の
足
跡
を
訪
ね
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
〔
釈
尊
の
時
代
か
ら
は
〕
千
載
の
時
間
が
経
過
し
て
〔
教
え
が
〕
誠
に
隠
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
今
に
お
い
て
も
、
隔
た
り
な
く
ま
る
で
〔
釈
尊
に
〕
対
面
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
う
で
あ
ろ
う
。
今
、
諸
経
を
抄
弱

（
大
正
五
五
、
八
七
下
）

今
抄
集
衆
経
、
述
而
不
作
。
庶
脱
尋
訪
力
半
功
倍
。

総
衆
経
以
正
本
、
綴
世
記
以
附
末
。
使
聖
言
与
俗
説



と
述
べ
、
釈
尊
の
生
涯
か
ら
仏
滅
後
の
様
相
に
至
る
ま
で
「
衆
経
を
抄
集
し
て
、
述
べ
て
作
ら
ず
」
（
傍
線
部
）
と
い
う
方
針
に
よ
っ
て

「
釈
迦
譜
」
を
著
述
し
た
と
い
う
。
「
述
而
不
作
」
は
『
論
語
』
述
而
篇
冒
頭
の
名
句
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
経
典
の

言
葉
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
の
で
あ
っ
て
自
ら
が
余
計
な
創
作
を
加
え
た
り
し
な
い
と
い
う
著
述
態
度
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

著
述
の
目
的
と
し
て
「
力
半
ば
に
し
て
功
倍
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
釈
尊
を
慕
っ
て
そ
の
業
績
を
膨
大
な
仏
典
に
尋
ね
よ
う
と
す
る
者
に

対
し
て
、
少
し
で
も
そ
の
苦
労
を
軽
減
さ
せ
た
い
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
著
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
姿
勢
は
、
六
趣
を
区
蕪
す
る
た
め
に
作
っ
た
と
い
う
『
世
界
記
」
序
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
と
一
致
す
る
。

ｃ
ひ
そ
か
に
思
う
に
、
大
乗
経
典
は
多
く
深
い
空
の
教
え
を
説
き
、
長
阿
含
・
楼
炭
経
で
は
世
界
を
区
分
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る

（
僧
祐
）
は
凡
庸
で
か
た
く
な
で
は
あ
る
が
、
③
〔
仏
典
の
記
載
を
〕
拾
い
集
め
て
記
録
す
る
こ
と
を
志
し
て
い
る
。
故
に
〔
大
小
乗

の
〕
両
経
よ
り
〔
諸
説
を
〕
抄
集
し
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
根
本
と
し
、
そ
の
上
で
そ
れ
以
外
の
典
籍
も
参
考
に
し
て
、
互
い
に
同
異

を
指
摘
し
、
五
巻
の
害
に
し
て
「
世
界
集
記
」
と
名
付
け
た
。
：
・
・
：
世
俗
に
溺
れ
る
者
の
蒙
を
啓
き
、
出
家
し
て
仏
道
を
歩
む
者
の

①
窃
惟
方
等
大
典
、
多
説
深
空
、
唯
長
鎗
楼
炭
、
辮
章
世
界
。
而
文
博
偶
広
、
難
卒
検
究
。
②
且
名
師
法
匠
、
職
競
玄
義
、
事
源
委

積
、
未
必
曲
尽
。
祐
以
庸
固
、
③
志
在
拾
遺
。
故
抄
集
両
経
、
以
立
根
本
、
兼
附
雑
典
、
互
出
同
異
、
撰
為
五
巻
、
名
日
世
界
集
記
。

．
。
…
・
庶
搦
俗
者
発
蒙
、
服
道
者
螢
解
、
共
建
慧
眼
之
因
、
倶
成
覚
知
之
業
焉
。
（
大
正
五
五
、
八
八
中
）

集
し
、
作
為
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
記
述
す
る
。
釈
尊
の
足
跡
を
訪
ね
よ
う
と
思
う
者
に
は
、
半
分
の
努
力
で
得
ら
れ
る
成
果
を
倍
増
さ
弱

と
め
と
し
、
事
柄
の
源
に
つ
い
て
は
詳
細
に
述
べ
て
い
な
が
ら

し
か
し
文
や
偶
は
広
大
で
に
わ
か
に
は
検
べ
究
め
難
い
。
②
そ
の
上
、
法
に
詳
し
い
名
高
い
師
た
ち
は
玄
義
を
競
う
こ
と
を
己
の
つ

せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
、

未
だ
必
ず
し
も
説
明
し
尽
く
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私



こ
こ
で
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
僧
祐
が
『
世
界
記
』
を
著
し
た
際
の
問
題
意
識
は
イ
ン
ド
伝
来
の
仏
典
が
膨
大
で
あ
る
こ
と
に
端
を

発
す
る
（
傍
線
部
①
）
。
一
方
で
当
時
「
名
師
法
匠
」
と
呼
ば
れ
た
人
々
は
、
玄
義
を
論
ず
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
た
た
め
、
事
柄
の
本

源
を
詳
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
傍
線
部
②
）
。
こ
の
よ
う
な
僧
祐
の
批
判
は
「
法
苑
集
』
書
法
苑
雑

縁
原
始
集
』
）
と
呼
ば
れ
る
仏
教
類
書
に
つ
い
て
も
、
「
し
か
る
に
講
義
に
熟
練
し
た
英
徳
た
ち
は
玄
義
を
究
め
ん
と
は
げ
み
、
新
進
・
後

進
の
者
た
ち
は
転
読
を
専
ら
と
し
て
い
る
が
、
結
局
は
毎
月
、
法
門
の
常
務
を
修
め
な
が
ら
、
そ
の
根
源
を
理
解
す
る
こ
と
も
な
く
、
毎

日
、
僧
衆
の
日
常
儀
礼
を
行
い
な
が
ら
、
そ
の
始
源
を
知
ら
ざ
る
状
況
に
さ
せ
て
い
る
。
な
ん
と
も
ひ
ど
い
あ
り
さ
ま
で
は
な
い
か
。

（
然
而
講
匠
英
徳
、
鋭
精
於
玄
義
、
新
進
晩
習
、
專
志
於
転
読
、
遂
令
法
門
常
務
、
月
修
而
莫
識
其
源
、
僧
衆
恒
儀
、
日
用
而
不
知
其
始
。
不
亦
甚

哩
）乎

）
」
と
述
べ
て
、
当
時
の
「
講
匠
英
徳
」
が
玄
義
を
詳
し
く
論
じ
、
「
新
進
晩
習
」
の
修
行
者
た
ち
も
「
転
読
」
に
専
ら
励
ん
で
い
る
一

方
で
、
仏
教
者
の
「
月
修
一
「
日
用
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
日
々
の
仏
道
に
関
す
る
事
柄
の
根
源
・
始
源
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
と

そ
こ
で
僧
祐
は
「
志
は
拾
遺
に
在
り
」
（
傍
線
部
③
）
と
述
べ
て
、
仏
典
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
と
い
う
方
針
の
も
と
で
、
要
文
を

抄
集
し
て
類
や
例
ご
と
に
分
類
し
て
い
く
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
著
作
を
成
し
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
著
述
の
動
機
は
、
道

俗
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
道
に
お
い
て
広
大
な
仏
典
を
紐
解
く
手
間
を
軽
減
さ
せ
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
僧
祐
は
『
釈

迦
譜
」
序
で
示
し
た
「
述
べ
て
作
ら
ず
」
と
い
う
方
針
と
同
様
に
他
の
著
作
で
も
「
抄
出
」
と
い
う
方
法
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

方
で
、
仏
教
者
の
「
月
修
」
「
日
用
」

指
摘
し
て
い
る
こ
と
と
一
致
す
る
。

以
上
、
優
れ
た
研
究
成
果
が
す
で
に
出
て
い
る
領
域
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
南
朝
仏
教
に
お
け
る
仏
書
編
集
や
、
僧
祐
の
著
作
活

動
を
こ
こ
で
敢
え
て
再
び
取
り
上
げ
た
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
動
向
が
『
行
事
紗
」
を
考
察
す
る
際
に
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
た
か

理
解
を
磨
き
、
共
に
智
慧
の
眼
と
い
う
因
を
建
立
し
、
覚
知
の
業
を
成
就
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
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’
’
一
「
行
事
紗
」
題
字
の
「
紗
」
と
類
書
的
性
格

次
に
本
稿
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
道
宣
の
『
行
事
紗
」
の
文
献
的
性
格
を
見
て
い
き
た
い
。
そ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
点
は
「
行
事

紗
」
が
「
紗
」
と
い
う
形
式
の
戒
律
文
献
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
中
国
の
仏
教
者
が
著
し
た
仏
教
文
献
に
は
、
「
疏
」
「
記
」
「
注
」
「
章
」

な
ど
様
々
な
書
名
が
あ
る
が
、
道
宣
の
「
紗
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
性
格
を
意
味
す
る
著
作
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
、
こ
れ
ま
で
十

分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
「
紗
」
は
南
朝
で
多
く
作
ら
れ
た
「
抄
」
と
の
関
係
を
考
え
る
必
要
も
あ
る
し
、
ま
た
僧
祐
が
宣

言
し
た
「
述
而
不
作
」
と
の
関
連
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

道
宣
は
『
続
高
僧
伝
』
明
律
篇
・
論
の
中
で
、
僧
祐
と
同
様
に
こ
の
「
述
而
不
作
」
の
句
を
用
い
て
律
蔵
を
研
究
す
る
心
構
え
を
示
す

箇
所
が
あ
る
。

ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
南
朝
仏
教
界
の
動
向
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
五
世
紀
後
半
頃
の
南
朝
で
は
仏
典
を
簡
略
に
す
る
た
め
に
抄
経
の
作
成
が
流
行
し
た
。
一
方
、
経
録
編
蟇
者
と
し
て
の
僧
祐
は
、

編
集
が
加
え
ら
れ
た
抄
経
は
真
の
経
典
と
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
こ
れ
を
批
判
す
る
。
抄
経
作
成
者
た
ち
と
僧
祐
の

立
場
は
一
見
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
意
図
や
目
的
に
は
共
通
点
も
見
出
せ
る
。
両
者
は
と
も
に
、
長
大
な

イ
ン
ド
伝
来
の
仏
典
を
中
国
人
に
と
っ
て
読
み
易
く
理
解
し
易
い
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
点
に
共
通
点
が
あ
る
。
但
し
抄
経
の
場
合

は
、
そ
れ
を
「
経
」
と
称
し
た
点
に
問
題
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
僧
祐
は
イ
ン
ド
伝
来
の
仏
典
を
尊
重
す
る
が
故
に
、

「
述
べ
て
作
ら
ず
」
と
い
う
方
針
の
も
と
、
類
書
と
い
う
形
式
の
著
作
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
抄
経
の
問
題
を
克
服
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

論
餘
両
蔵
、
義
在
潜
通
、
達
解
知
微
、
名
為
会
正
。
所
以
天
仙
小
聖
、
逗
機
明
道
、
互
説
精
理
、
開
明
芸
務
、
倶
称
至
教
、
印
定
成
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こ
の
文
章
で
は
、
三
蔵
を
伝
承
・
研
究
し
て
い
く
際
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
奥
深
い
義
を
説
く
経
・
論
で
は
、
聖

者
た
ち
に
よ
る
「
会
正
」
や
「
至
教
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
教
義
学
の
研
鑛
が
求
め
ら
れ
る
が
、
律
に
お
い
て
は
仏
が
説
い
た
律
の
規
定

を
そ
の
ま
ま
実
行
す
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
っ
て
、
大
小
の
諸
聖
が
妄
り
に
解
釈
を
加
え
て
伝
承
し
た
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
や
や
深
読
み
を
す
れ
ば
、
自
ら
を
律
す
る
内
容
を
含
む
戒
律
文
献
の
場
合
に
は
、
解
釈
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
に
都
合
の

よ
い
も
の
に
変
化
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
律
文
献
を
著
述
し
て
い
く
基
本
姿
勢
と
し
て
「
述
而
不
作
」

が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
僧
祐
も
用
い
た
「
述
而
不
作
」
は
、
「
人
能
弘
道
」
（
『
論
語
」
衛
霊
公
篇
）
と
並
ん
で
、
教
え
の
伝
承
に
関
し

て
中
国
の
仏
教
者
が
し
ば
し
ば
用
い
る
言
葉
で
あ
る
が
、
殊
に
律
僧
や
仏
教
史
家
と
呼
ば
れ
る
諸
師
が
多
用
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
を

要
す
る
。
僧
祐
や
道
宣
、
他
に
も
慧
皎
や
賛
寧
な
ど
著
名
な
仏
教
史
家
が
、
同
時
に
戒
律
の
研
究
者
で
も
あ
る
こ
と
は
偶
然
の
一
致
で
は

な
く
、
律
学
と
仏
教
史
学
が
共
通
の
志
向
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
こ
の
問
題
は
今
後
慎
重
に
検
討
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
こ
こ
で
言
え
る
こ
と
は
、
律
文
献
の
著
述
に
お
い
て
も
仏
典
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
編

集
す
る
と
い
う
方
法
論
を
道
宣
が
意
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

経
。
若
拠
律
宗
、
惟
遵
仏
謁
、
大
小
諸
聖
、
不
妄
伝
揚
。
。
：
。
：
雛
著
論
詳
、
述
而
不
作
。
（
大
正
五
○
、
六
一
二
上
）

律
蔵
以
外
の
両
蔵
（
経
・
論
）
を
論
ず
れ
ば
、
意
味
は
奥
深
く
あ
ま
ね
い
て
い
て
、
〔
そ
の
真
相
の
〕
理
解
に
到
達
し
微
妙
を
知
る
こ

と
を
「
会
正
」
と
い
う
。
故
に
天
仙
や
聖
者
た
ち
は
、
衆
生
に
応
じ
て
仏
道
を
明
ら
か
に
し
、
互
い
に
精
密
な
教
理
を
説
い
て
、
智

（
妬
）

慧
を
開
き
示
し
て
お
り
、
と
も
に
「
至
教
」
と
称
せ
ら
れ
、
〔
仏
に
よ
っ
て
〕
認
可
さ
れ
て
経
と
な
っ
た
。
〔
一
方
で
〕
も
し
律
宗

（
律
蔵
研
究
）
の
場
合
を
言
え
ば
、
仏
の
教
え
に
そ
の
ま
ま
遵
う
べ
き
で
あ
り
、
大
小
乗
の
聖
者
た
ち
が
妄
り
に
宣
揚
し
て
伝
え
た

も
の
で
は
な
い
。
…
…
〔
戒
律
関
係
の
〕
論
述
を
し
て
害
を
著
す
と
し
て
も
、
律
典
の
記
載
を
そ
の
ま
ま
記
す
の
で
あ
り
、
自
ら
の

見
解
を
作
り
述
べ
る
べ
き
で
は
な
い
。
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こ
れ
は
『
行
事
紗
」
を
著
す
に
至
っ
た
本
意
（
「
紗
興
本
意
」
）
を
述
べ
た
箇
所
に
記
さ
れ
、
序
の
最
終
段
落
に
存
す
る
文
章
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
紗
」
に
つ
い
て
「
正
文
を
撮
略
」
（
傍
線
部
①
）
す
る
こ
と
と
「
諸
意
を
包
括
」
（
傍
線
部
②
）
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
、

こ
の
書
物
を
「
紗
」
と
名
付
け
た
意
図
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
道
宣
は
こ
の
「
紗
」
と
い
う
耆
物
の
形
式
に
絶
対
の
自
信
を
持
っ
て

い
た
か
と
い
う
と
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
と
見
受
け
ら
れ
る
側
面
が
あ
る
。
特
に
問
題
と
な
る
の
は
傍
線
部
①
、
す
な
わ
ち
仏
説
な
ど
の

正
文
を
省
略
す
る
と
い
う
方
法
論
と
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
文
章
に
よ
れ
ば
そ
れ
ら
の
行
為
は
イ
ン
ド
伝
来
の
仏
説
・
聖
説
（
猷
言
）
を

そ
こ
で
『
行
事
紗
」
序
文
の
中
で
「
紗
」
に
つ
い
て
道
宣
が
説
明
す
る
箇
所
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
の
文
献
的
性
格
を
考
察
し

て
い
き
た
い
。

そ
も
そ
も
「
紗
」
と
は
、
①
正
文
を
省
略
し
て
抜
き
出
し
、
②
諸
意
を
包
括
さ
せ
る
こ
と
〔
を
意
味
す
る
語
〕
で
あ
る
。
私
の
見
識

（
鴫
）

は
蛍
の
光
の
よ
う
に
か
す
か
な
も
の
で
あ
り
、
力
量
も
未
熟
で
あ
る
の
で
、
道
し
る
べ
と
し
て
の
教
え
を
軽
ん
じ
る
よ
う
な
こ
と
を

す
れ
ば
、
無
意
味
な
論
争
（
戯
論
）
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
〔
私
の
〕
学
問
は
師
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
り
、

（
Ⅳ
）

師
か
ら
学
ん
だ
こ
と
で
あ
れ
ば
必
ず
お
お
も
と
の
立
場
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
こ
の
害
で
は
〕
常
に
引
用
す
る
際
に
、
そ
れ
に

先
立
っ
て
十
分
な
検
討
を
行
う
と
、
一
つ
の
事
柄
で
も
〔
仏
典
に
よ
っ
て
異
同
が
あ
る
た
め
〕
廃
立
を
検
討
す
る
必
要
が
多
く
生
じ

（
肥
）る

。
ま
た
先
学
諸
師
の
残
し
た
著
作
中
の
見
解
も
広
く
様
々
で
あ
る
。
今
こ
れ
ら
を
〔
一
々
引
用
し
て
い
る
と
煩
噴
に
な
る
の
で
〕

削
っ
て
省
略
し
、
証
拠
と
な
る
文
章
の
み
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

夫
紗
者
、
固
令
①
撮
略
正
文
、
②
包
括
諸
意
也
。
余
智
同
蛍
曜
、
量
実
疎
庸
、
何
敢
軽
侮
猷
言
。
動
成
戯
論
。
錐
然
学
有
所
承
、
承

必
知
本
。
毎
所
引
用
、
先
加
覆
捻
、
於
一
事
之
下
、
廃
立
意
多
、
諸
師
所
存
、
情
見
繁
広
。
今
並
冊
略
、
止
存
文
証
。
（
大
正
四
○
、

三

下
、一
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さ
ら
に
僧
祐
と
の
類
似
性
と
い
う
点
で
は
、
『
行
事
紗
」
全
体
の
構
成
に
言
及
し
た
次
の
文
章
の
中
に
、
類
書
的
性
格
が
見
ら
れ
る
こ

と
も
重
要
で
あ
る
。

律
文
献
を
編
集
し
て
い
る

で
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
行
事
紗
」
で
は
な
ぜ
「
正
文
を
撮
略
」
す
る
と
い
う
方
法
を
採
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
「
紗
」
の
も
う

（
別
）

一
つ
の
意
味
で
あ
る
「
諸
意
を
包
括
」
（
傍
線
部
②
）
さ
せ
る
こ
と
と
関
連
す
る
。
後
代
著
さ
れ
た
『
行
事
紗
」
の
注
釈
で
は
「
抄
」
と

（
劃
）

「
紗
」
と
の
相
違
に
言
及
す
る
解
釈
も
見
ら
れ
る
が
、
「
紗
」
は
単
な
る
省
略
や
抜
き
書
き
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
道
宣
の

言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
諸
意
を
包
括
す
る
と
は
、
イ
ン
ド
伝
来
の
諸
律
に
異
同
が
見
ら
れ
る
こ
と
や
、
中
国
に
お
け
る
諸
師
の

解
釈
も
様
々
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
検
討
し
た
上
で
包
括
的
な
解
釈
を
示
す
と
こ
ろ
に
『
行
事
紗
』
撰
述
の
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
が
先
の
説

（
吟
）

軽
ん
じ
る
こ
と
に
な
り
、
や
や
も
す
れ
ば
無
意
味
な
論
争
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
。
道
宣
は
他
に
も
「
抄
略
証
文
、
多
不
具
委
」
と
述

べ
、
題
に
も
「
冊
繁
」
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
抜
き
書
き
・
省
略
と
い
う
手
段
を
用
い
る
道
宣
は
、
自
ら
の
学
統
の
確
か
さ
を
訴

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
収
束
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
序
文
の
結
び
に
相
当
す
る
重
要
箇
所
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
苦
渋
の

表
現
を
す
る
背
景
に
は
、
か
つ
て
僧
祐
が
お
こ
な
っ
た
「
抄
経
」
批
判
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
道
宣
が
こ
こ
で
「
猷
言
を

軽
侮
」
す
る
と
憂
慮
し
た
背
景
に
は
、
中
国
に
正
し
く
伝
わ
っ
た
仏
典
を
部
分
的
に
抜
き
取
る
行
為
に
対
す
る
抵
抗
感
が
あ
っ
た
と
考
え

明
か
ら
う
か
が
え
る
。

仏
典
か
ら
要
文
を
抄
出
す
る
と
い
う
方
法
は
、
僧
祐
が
「
抄
撮
」
と
表
現
し
て
批
判
し
た
南
朝
の
抄
経
と
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
僧
祐

ら
が
類
書
と
い
う
形
式
で
抄
経
の
問
題
点
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
よ
う
に
、
道
宣
も
「
紗
」
と
題
し
て
諸
意
を
包
括
さ
せ
よ
う
と
す
る
戒

ら
れ
る
。然

一
部
之
文
、
義
張
三
位
。
上
巻
則
摂
於
衆
務
、
成
用
有
儀
。
中
巻
則
遵
於
戒
体
、
持
犯
立
熾
。
下
巻
則
随
機
要
行
、
託
事
而
起
。

戸1
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（
躯
）

こ
こ
で
は
三
十
篇
か
ら
成
る
『
行
事
紗
」
を
内
容
ご
と
に
上
中
下
の
三
巻
に
分
類
し
て
全
体
の
構
成
を
述
べ
て
い
る
。
道
宣
は
広
範
囲

に
わ
た
る
領
域
を
き
れ
い
に
章
立
て
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
所
感
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
章
立
て
に

際
し
て
「
物
類
相
従
」
と
い
う
言
い
方
で
『
行
事
紗
」
の
文
献
的
性
格
を
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
道
宣
は
他
に
も
本
書
の
性
格
を
「
以

（
鯛
）
（
釦
）

類
相
従
」
や
「
事
類
相
投
」
と
表
現
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
仏
典
に
説
か
れ
る
諸
説
を
同
類
の
テ
ー
マ
ご
と
に
分
類
す
る
こ
と

（
釦
）

を
意
味
し
、
中
国
古
典
や
仏
典
の
世
界
で
は
類
書
の
性
格
を
説
明
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
定
型
的
な
表
現
で
あ
る
。
以
上
の
文
章
か
ら
知

ら
れ
る
よ
う
に
、
撰
者
道
宣
に
と
っ
て
の
完
成
度
・
満
足
度
は
と
も
か
く
と
し
て
、
『
行
事
紗
』
は
注
釈
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
類
書

を
模
範
と
し
た
戒
律
文
献
で
あ
る
と
い
う
特
色
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

並
如
文
具
委
、
想
無
素
乱
。
但
境
事
皇
繁
、
良
難
科
擬
。
今
取
物
類
相
従
者
、
以
標
名
首
。
至
於
統
其
大
綱
、
恐
条
流
未
委
。
更
以

十
門
例
括
、
方
鏡
暁
遠
詮
。
（
大
正
四
○
、
一
中
）

（
記
）

そ
こ
で
、
こ
の
書
物
全
体
の
文
章
を
意
味
で
分
け
る
と
三
種
類
に
な
る
。
上
巻
で
は
出
家
者
の
様
々
な
集
団
の
務
め
（
掲
磨
）
を
包

（
銘
）
（
別
）

括
し
て
実
用
に
際
し
て
の
作
法
を
明
ら
か
に
す
る
。
中
巻
で
は
戒
体
に
し
た
が
っ
て
持
犯
や
俄
悔
の
方
法
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

（
弱
）

下
巻
で
は
そ
の
他
様
々
な
状
況
で
の
必
須
の
戒
行
を
事
例
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
ど
れ
も
文
に
沿
っ
て
欠
け
る
こ
と
な
く
述
べ

て
お
り
、
思
念
が
混
乱
す
る
こ
と
は
な
い
。
但
し
、
出
家
者
の
務
め
は
あ
ま
り
に
多
岐
に
及
ぶ
た
め
、
き
れ
い
に
章
立
て
す
る
こ
と

（
妬
）
（
”
）

は
難
し
い
。
今
は
〔
篇
題
と
内
容
に
多
少
異
な
り
が
あ
っ
て
も
〕
類
似
や
関
連
が
あ
る
事
柄
を
そ
の
章
に
収
め
て
、
篇
に
名
称
を
付
け

る
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
大
綱
を
統
括
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
恐
ら
く
末
端
の
事
柄
ま
で
は
詳
し
く
言
及
で
き
て
い
な
い
・

だ
か
ら
十
門
を
設
け
て
一
門
ご
と
に
述
べ
た
い
こ
と
を
包
括
し
、
そ
こ
で
鏡
に
照
ら
し
て
深
遠
な
教
え
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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次
に
道
宣
は
な
ぜ
『
行
事
紗
』
を
著
し
た
の
か
と
い
う
撰
述
の
動
機
に
関
わ
る
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
れ
ま
で
「
行
事
紗
』
の
撰

述
や
道
宣
の
戒
律
観
に
つ
い
て
は
「
大
乗
的
」
あ
る
い
は
「
中
国
的
」
な
戒
律
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は

当
時
の
中
国
に
お
い
て
犯
戒
が
広
ま
っ
て
い
た
と
い
う
時
代
的
背
景
か
ら
出
家
者
の
生
活
を
是
正
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
主
に

挙
げ
ら
れ
て
き
た
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
『
行
事
紗
』
中
に
散
説
さ
れ
る
道
宣
の
言
葉
に
基
づ
い
た
重
要
な
指
摘
で
は
あ
る
。
し
か
し

序
文
に
目
を
向
け
て
み
る
と
「
大
乗
的
」
「
中
国
的
」
あ
る
い
は
出
家
者
の
犯
戒
批
判
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
中
国
の

前
代
ま
で
の
律
僧
に
よ
る
律
学
自
体
の
欠
点
を
挙
げ
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
戒
律
文
献
を
撰
述
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
撰
述
の
動
機
が
「
行
事
紗
』
の
文
献
的
性
格
と
も
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
以
下
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
『
行
事
紗
」
序
の
冒
頭
部
分
を
見
て
い
く
。

（
兇
）

そ
も
そ
も
戒
の
徳
は
思
議
し
難
く
、
〔
形
や
現
象
と
し
て
示
さ
れ
た
〕
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
超
越
し
て
い
て
、
全
て
の
仏
教
者
（
五
乗
）

（
銘
）

の
軌
範
で
あ
り
、
三
宝
〔
を
未
来
へ
と
運
ん
で
い
く
〕
舟
で
あ
る
。
〔
三
学
の
〕
教
え
に
よ
っ
て
修
行
道
を
確
立
し
て
い
く
と
い
う

点
で
は
、
定
彗
二
学
の
功
と
〔
戒
の
功
と
が
〕
等
し
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
（
つ
ま
り
戒
が
最
も
す
ぐ
れ
て
い
る
）
し
、
仏
法
を
住
持

し
て
い
く
と
い
う
点
で
は
、
〔
経
蔵
・
論
蔵
な
ど
の
〕
あ
ら
ゆ
る
典
籍
は
〔
律
蔵
に
対
し
て
〕
声
を
失
っ
て
し
ま
う
〔
か
の
よ
う
で

あ
る
〕
。
釈
尊
（
大
師
）
は
世
に
出
現
さ
れ
て
、
ひ
た
す
ら
律
の
教
え
を
広
め
ら
れ
、
阿
羅
漢
を
は
じ
め
と
す
る
修
行
者
た
ち
（
人

夫
戒
徳
難
思
、
冠
超
衆
象
、
為
五
乗
之
軌
導
、
宴
三
宝
之
舟
航
。
依
教
建
修
、
定
慧
之
功
莫
等
、
住
持
仏
法
、
群
籍
於
蒐
息
唱
。
自

大
師
在
世
、
偏
弘
斯
典
、
髪
及
四
依
、
遺
風
無
替
。
逮
干
像
季
、
時
転
澆
誰
、
争
鋒
唇
舌
之
間
、
鼓
論
不
形
之
事
。
（
大
正
四
○
、
一

上
、一

二
「
行
事
紗
」
に
見
ら
れ
る
実
践
的
・
現
実
的
課
題
へ
の
対
処
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こ
こ
で
は
戒
律
の
功
徳
や
釈
尊
の
業
績
を
讃
え
つ
つ
、
時
代
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
仏
法
が
少
し
く
誤
っ
た
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
こ

と
を
嘆
い
て
い
る
。
こ
の
冒
頭
部
分
の
論
調
、
す
な
わ
ち
釈
尊
時
代
か
ら
後
の
時
代
、
あ
る
い
は
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
と
い
う
よ
う
に
時

（
師
）

代
と
と
も
に
衰
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
書
き
出
し
は
道
宣
の
他
の
戒
律
関
係
著
作
の
序
に
も
見
ら
れ
、
定
型
的
な
パ
タ
ー
ン
と
な
っ

て
い
る
。

そ
し
て
批
判
の
矛
先
は
よ
り
具
体
的
に
中
国
戒
律
学
へ
と
向
か
っ
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
謎
）

四
依
）
に
そ
の
教
え
は
及
び
、
釈
尊
の
遺
風
が
廃
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
像
法
時
代
に
な
る
と
、
時
代
と
と
も
に
誤
っ
た

（
弱
）
（
弱
）

方
向
へ
転
じ
て
い
き
、
無
意
味
な
論
争
を
し
て
口
を
揺
り
動
か
し
、
実
態
の
な
い
抽
象
的
議
論
に
明
け
暮
れ
て
い
る
。

常
恨
前
代
諸
師
所
流
遺
記
、
止
論
文
疏
廃
立
問
答
要
抄
、
至
於
顕
行
世
事
方
軌
来
蒙
者
、
百
無
一
本
。
時
有
鋭
懐
行
事
、
而
文
在
義

集
、
或
復
多
列
勝
辞
、
而
逗
機
末
足
。
或
単
題
掲
磨
、
成
相
莫
宣
、
依
文
用
之
、
不
辨
前
事
。
並
言
章
砕
乱
、
未
可
披
捻
。
所
以
尋

求
者
非
積
学
不
知
、
領
会
者
非
精
錬
莫
悉
。
（
大
正
四
○
、
一
上
）

（
銘
）
（
調
）

私
が
常
々
残
念
に
思
う
こ
と
は
、
前
代
の
諸
師
が
世
間
に
流
布
さ
せ
た
戒
律
関
係
の
著
述
が
、
た
だ
文
疏
・
廃
立
・
問
答
・
要
抄
を

（
抑
）

論
じ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
具
体
的
作
法
を
明
ら
か
に
し
て
将
来
の
初
学
者
の
規
範
と
な
り
得
る
書
物
と
な
る
と
一
つ
も
存
在
し
な

（
４
）

い
の
で
あ
る
。
時
に
は
思
い
を
具
体
的
行
事
の
把
握
に
は
げ
ま
す
者
が
い
て
、
雪
掲
磨
」
の
よ
う
な
〕
戒
律
文
献
を
撰
集
す
る
こ
と

（
蛇
）

が
あ
っ
て
も
、
言
葉
が
浮
つ
い
て
い
て
的
確
で
は
な
い
の
で
、
出
家
者
達
の
現
状
に
対
処
し
て
い
く
に
は
不
足
し
た
面
が
あ
る
。
或

い
は
単
に
謁
磨
の
名
称
を
記
す
の
み
で
、
〔
そ
の
規
定
が
〕
成
立
し
た
因
縁
な
ど
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
文
章
を

用
い
て
も
実
際
の
僧
事
（
前
事
）
を
正
し
く
実
施
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
は
皆
、
文
章
や
章
立
て
が
乱
雑
で
あ
り
、
未
だ
に
紐
解
い
て

学
ぶ
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
学
ぼ
う
と
し
て
も
よ
ほ
ど
学
問
を
積
ん
だ
者
で
も
な
い
限
り
は
理
解
し
得
な
い
し
、
意
味
を
了
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さ
ら
に
も
う
一
点
こ
こ
に
付
け
加
え
る
と
す
れ
ば
、
道
宣
の
「
紗
」
に
は
戒
律
を
重
ん
じ
る
実
践
的
態
度
が
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
た
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
南
斉
時
代
の
「
抄
経
」
の
背
景
に
も
、
仏
教
を
真
蟄
に
実
践
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を

こ
こ
で
は
前
代
に
行
わ
れ
て
い
た
律
学
が
文
疏
・
廃
立
・
問
答
・
要
抄
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
い
た
と
し
、
道
宣
は
こ
の
よ
う
な
律
学

か
ら
脱
却
し
よ
う
と
し
て
い
た
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
僧
祐
が
学
僧
た
ち
に
対
し
て
、
た
だ
玄
義
を
語
る
の
み
で
、
「
月
修
」
「
日
用
」
が

不
十
分
で
あ
る
と
嘆
い
た
こ
と
と
同
様
に
、
道
宣
も
出
家
者
に
対
し
て
日
々
の
具
体
的
行
為
を
示
す
た
め
の
実
践
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
参

考
に
な
る
よ
う
な
戒
律
文
献
が
当
時
皆
無
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
僧
祐
の
場
合
に
は
「
搦
俗
者
」
「
服
道
者
」
そ
れ
ぞ
れ
が
慧
眼
を

建
立
す
る
因
と
な
る
よ
う
な
書
物
の
作
成
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
見
た
が
、
道
宣
の
『
行
事
紗
」
も
前
代
の
律
学
を
「
逗
機
末

足
」
と
批
判
し
て
、
仏
道
に
熟
達
し
て
い
な
い
初
学
者
で
も
利
用
で
き
る
書
物
の
作
成
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
道
宣

（
娼
）

の
場
合
に
は
「
実
用
す
る
た
め
に
示
し
た
掲
磨
や
、
様
々
な
出
家
生
活
上
の
是
非
、
在
家
者
を
導
き
教
化
す
る
正
し
い
方
法
、
そ
の
他
出

（
“
）

家
者
の
多
く
の
規
範
〔
が
こ
の
書
に
示
し
て
あ
る
が
〕
、
こ
れ
ら
は
全
て
こ
の
宗
の
見
解
で
あ
る
と
受
け
止
め
〔
て
欲
し
い
し
、
そ
れ
は
〕

新
学
の
者
〔
が
煩
瓊
な
戒
律
を
学
ぶ
際
〕
の
苦
労
を
少
し
で
も
軽
減
さ
せ
よ
う
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
（
井
見
行
掲
磨
、
諸
務
是
非
、
導
俗
正

（
妬
）

儀
出
家
雑
法
、
並
皆
攪
為
此
宗
之
一
見
、
用
済
新
学
之
費
功
焉
）
」
と
述
べ
、
新
学
の
者
の
苦
労
や
手
間
の
軽
減
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
僧
祐
も
「
尋
訪
の
者
」
が
「
力
半
ば
に
し
て
功
倍
す
」
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
両
者
の
著

述
に
は
、
仏
典
に
対
し
て
達
意
的
な
解
釈
を
示
し
た
り
思
想
的
に
深
め
て
玄
義
を
論
じ
た
り
す
る
よ
う
な
性
格
は
見
ら
れ
な
い
。
漢
訳
三

蔵
を
そ
の
ま
ま
の
言
葉
・
文
章
に
よ
っ
て
抜
き
出
し
、
そ
れ
ら
を
同
類
の
項
目
ご
と
に
ま
と
め
上
げ
て
読
者
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

実
践
や
学
習
に
際
し
て
便
利
な
書
物
を
作
成
し
よ
う
と
し
た
意
志
が
あ
る
点
に
共
通
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

解
し
よ
う
と
し
て
も
よ
ほ
ど
精
錬
し
た
者
で
な
け
れ
ば
知
り
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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（
妬
）

船
山
氏
が
指
摘
し
て
い
た
。
「
行
事
紗
」
の
場
合
に
も
次
の
文
章
の
よ
う
に
、
簡
略
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
家
者
が
実
践
す
る
際
に
活
妬

用
し
易
く
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
意
図
が
見
ら
れ
る
。

（
釦
）

こ
の
文
章
は
後
代
の
複
数
の
注
釈
害
の
中
で
「
行
事
紗
」
の
撰
述
意
趣
を
示
す
際
に
よ
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
臨
機
有

用
」
「
即
事
即
行
」
と
あ
る
よ
う
に
、
具
体
的
・
現
実
的
課
題
の
解
決
を
目
的
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
後
代
に
な
っ
て

「
諸
の
不
急
の
務
」
を
加
え
て
文
章
や
内
容
を
増
や
そ
う
と
す
る
こ
と
を
誠
め
る
言
葉
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
序
文
の
前
半
部
分
に
お

い
て
も
「
も
し
省
略
を
重
ね
て
そ
の
梗
概
の
み
を
示
せ
ば
、
実
践
す
る
際
に
常
に
説
明
不
足
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
〔
ま
た
一
方

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
〕
い
ま
ど
き
必
要
で
は
な
い
言
葉
を
む
や
み
に
議
論
す
る
の
は
、
こ
の
紗
（
「
行
事
紗
』
）
に
於
い
て
は
避
け
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
若

（
副
）

略
減
取
其
梗
概
、
用
事
恒
有
不
足
、
必
横
評
不
急
之
言
、
於
紗
便
成
所
諄
）
」
と
述
べ
る
こ
と
と
も
通
じ
て
お
り
、
『
行
事
紗
』
は
道
宣
に
と
っ
て

実
践
す
る
際
に
便
利
な
害
に
す
る
た
め
、
簡
略
に
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
抄
略
」
や
「
略
減
」
を
重
ね
れ
ば
、
内
容
に
不
足
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
実
践
上
の
「
不

急
」
の
務
め
や
言
葉
に
よ
っ
て
内
容
を
増
加
す
る
よ
う
な
こ
と
は
本
耆
の
方
針
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
道
宣

者
致
迷
。
（
大
正
四
○
、
三
下
）

（
卯
）

ぜ
ひ
〔
こ
の
書
を
〕
機
に
応
じ
て
実
用
性
の
あ
る
も
の
に
し
て
、
他
人
に
い
ち
い
ち
質
問
す
る
必
要
の
な
い
よ
う
に
し
、
具
体
的
事

例
に
即
し
て
実
践
で
き
る
も
の
に
し
て
、
持
戒
（
福
）
か
犯
戒
（
罪
）
か
を
疑
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。
私
が
心
配
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
（
蛤
）
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
は
、
後
世
に
な
っ
て
必
ず
し
も
急
に
必
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
事
柄
を
も
っ
て
文
章
を
増
や
し
、
〔
私
が
こ
の
書
で
目
指
し

（
蛸
）

た
〕
真
宗
を
職
し
て
行
者
を
惑
わ
せ
る
よ
う
な
事
態
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
私
、

庶
令
臨
機
有
用
、
無
待
訪
於
他
人
、
即
事
即
行
、
豈
復
疑
於
罪
福
。
猶
恐
後
代
、
加
諸
不
急
之
務
、
増
益
其
中
、
使
真
宗
蕪
械
、
行



以
上
で
論
じ
た
よ
う
に
、
南
朝
で
の
仏
書
編
蟇
活
動
と
、
そ
の
時
代
に
生
き
た
僧
祐
の
著
作
活
動
、
そ
し
て
そ
の
動
向
と
『
行
事
紗
」

撰
述
の
背
景
に
あ
る
道
宣
の
意
趣
に
は
極
め
て
類
似
し
た
傾
向
が
あ
る
。
前
代
に
確
立
さ
れ
た
「
抄
出
」
と
い
う
方
法
論
は
道
宣
の
律
学

に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
「
述
而
不
作
」
と
い
う
著
述
の
態
度
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
僧
祐
と
道
宣
の
著
述
活
動
に
共

通
し
て
い
る
点
は
、
イ
ン
ド
伝
来
の
仏
典
の
文
言
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
書
物
を
編
集
す
る
と
い
う
方
法
論
で
あ
り
、
自
ら
の
見
解
や
奥
深

い
解
釈
を
提
示
す
る
よ
う
な
書
物
の
作
成
を
目
指
し
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
仏
教
を
学
問
的
に
あ
る
い
は
実
践
的
に
学
ぼ
う
と
す
る
者

が
効
率
よ
く
学
習
で
き
る
よ
う
な
便
利
な
書
物
を
目
指
し
て
い
た
意
識
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
両
者
の
間
に
あ
る
共
通
意
識
を
踏
ま
え
て
『
行
事
紗
」
の
文
献
的
性
格
を
考
察
し
て
み
る
と
、
新
た
な
知
見

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
行
事
紗
」
成
立
の
背
景
に
は
、
初
学
者
に
実
践
的
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
示
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
従
来

の
中
国
律
学
に
対
す
る
道
宣
の
批
判
意
識
が
あ
っ
た
。
序
に
見
ら
れ
る
道
宣
の
言
葉
に
は
「
顕
行
世
事
」
「
臨
機
有
用
」
「
即
事
即
行
」
と

あ
る
こ
と
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
撰
述
の
意
趣
は
出
家
生
活
に
関
わ
る
現
実
的
課
題
の
対
処
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ

故
『
行
事
紗
」
は
イ
ン
ド
伝
来
の
仏
典
か
ら
要
文
を
抜
き
取
り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
意
味
や
内
容
ご
と
に
集
約
し
て
篇
を
構
成
し
て
い
く

「
紗
」
と
い
う
形
式
の
文
献
と
し
て
成
立
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
序
に
見
ら
れ
る
道
宣
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
『
行
事
紗
」
は
注

釈
書
と
い
う
よ
り
も
、
類
書
的
性
格
を
有
す
る
文
献
な
の
で
あ
る
。

は
仏
典
を
抜
き
出
し
て
い
く
こ
と
に
対
す
る
欠
点
を
承
知
し
な
が
ら
も
、
実
践
上
の
利
点
が
あ
る
こ
と
を
序
文
で
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
「
宋
高
僧
伝
」
道
宣
伝
「
母
娠
而
夢
月
貫
其
懐
。
復
夢
梵
僧
語
日
、
汝
所
妊
者
、
即
梁
朝
僧
祐
律
師
。
祐
則
南
斉
刻
渓
隠
嶽
寺
僧
護
也
。
宜
従
師

お
わ
り
に



出
家
、
崇
樹
釈
教
」
（
大
正
五
○
、
七
九
○
中
）
。

（
２
）
藤
善
［
二
○
○
二
］
（
「
第
一
章
僧
祐
よ
り
道
宣
へ
」
）
参
照
。
藤
善
氏
の
考
察
の
中
で
特
に
重
要
な
点
は
、
生
ま
れ
か
わ
り
を
示
唆
す
る
『
宋

高
僧
伝
」
の
伝
承
が
、
道
宣
自
身
の
文
献
含
律
相
感
通
伝
』
）
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
道
宣
も
自
覚
し
て
い
た
可
能
性
を
示
し
た
こ
と

で
あ
る
。
他
に
も
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
藤
善
［
一
九
八
八
］
が
あ
る
。

（
３
）
中
国
に
お
け
る
訳
経
史
の
流
れ
や
、
こ
の
頃
の
詳
細
な
事
情
に
つ
い
て
は
船
山
［
二
○
一
三
］
「
第
二
章
翻
訳
に
従
事
し
た
人
た
ち
」
（
特
に

（
８
）

（
９
）

（
叩
）

（
皿
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
岨
）
「
出
三
蔵
記
集
』
新
集
抄
経
録
第
一
「
抄
経
者
、
蓋
撮
挙
義
要
也
。
昔
安
世
高
、
抄
出
修
行
、
為
大
道
地
経
。
良
以
広
訳
為
難
、
故
省
文
略
説
。

及
支
謙
出
経
亦
有
李
抄
。
此
並
約
写
胡
本
、
非
割
断
成
経
也
」
（
大
正
五
五
、
三
七
下
）
・

（
喝
）
抄
経
か
ら
類
書
へ
と
い
う
斉
・
梁
代
の
流
れ
は
大
内
［
二
○
一
三
］
（
「
第
一
篇
第
二
章
梁
代
仏
教
類
書
と
『
経
律
異
相
」
」
）
や
落
合
［
二
○

○
六
］
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
。

、
４
４
Ａ
一

戸
「
１
４
、

（
胆
）

［
印
定
成
経
｝
経
は
仏
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
。
吉
蔵
「
勝
鬘
宝
窟
」
「
問
、
何
故
標
仏
耶
。
答
、
略
明
四
義
…
・
・
三
者

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

為
印
定
成
経
。
雛
有
餘
人
所
説
、
仏
不
印
定
、
不
得
成
経
。
今
欲
印
定
成
経
、
是
故
標
仏
」
（
大
正
三
七
、
八
上
）
。

○
六
］
に
詳
↑

大
正
五
五
、

百
こ〕

三
六
’
三
七
頁
）
参
照
。

船
山
［
二
○
一
三
］
第
二
章
・
第
六
章
参
照
。

萌
子
良
の
抄
経
作
成
に
つ
い
て
は
船
山
［
二
○
’
三
］
（
一
五
六
’
一
六
一
頁
）
、
藤
谷
［
二
○
○
七
］
参
照
。

箙
子
良
の
事
跡
に
つ
い
て
は
『
南
斉
害
』
巻
四
○
ほ
か
、
藤
善
［
二
○
○
二
］
（
四
’
六
頁
）
、
船
山
［
二
○
○
六
］
（
一
’
二
頁
）
等
参
照
。

『
高
僧
伝
』
僧
祐
伝
「
初
受
業
於
沙
門
法
穎
。
穎
既
一
時
名
匠
、
為
律
学
所
宗
。
祐
迺
娼
思
、
鑛
求
無
慨
昏
暁
、
遂
大
精
律
部
、
有
励
先
哲
。

斉
寛
陵
文
宣
王
、
毎
請
講
律
、
聴
衆
常
七
八
百
人
」
（
大
正
五
○
、
四
○
二
下
）
。

「
抄
経
」
の
性
格
や
意
義
に
つ
い
て
は
船
山
［
二
○
○
二
］
［
二
○
○
六
］
［
二
○
○
七
］
［
三
○
一
三
］
参
照
。

船
山
［
二
○
○
六
］
（
三
七
一
頁
）
・

船
山
［
二
○
○
七
］
（
一
四
頁
）
・

「
抄
経
」
批
判
の
代
表
と
し
て
知
ら
れ
る
僧
祐
に
つ
い
て
は
岡
部
［
一
九
七
一
］
・
船
山
［
二
○
○
七
］
［
二
○
一
三
］
（
一
五
六
’
一
六
一

「
抄
経
」

参
照
。

九
○
中
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（
別
）
『
簡
正
記
』
「
四
辨
紗
之
一
字
、
此
有
二
種
。
若
従
手
作
、
但
訓
略
、
即
文
約
義
豊
。
今
従
金
者
、
便
具
三
義
。
略
義
如
前
。
准
下
文
云
、
固

令
撮
略
正
文
、
包
括
諸
意
也
。
三
久
固
義
、
如
世
真
金
、
促
革
不
改
、
百
練
不
変
、
久
埋
不
生
。
又
如
世
中
於
国
有
功
之
臣
、
賜
以
鉄
券
、
以
表

其
人
、
子
子
孫
孫
栄
不
絶
。
此
紗
亦
爾
、
永
用
無
其
廃
時
也
。
三
利
用
義
、
如
金
有
済
貧
之
用
。
此
紗
亦
然
、
対
事
施
行
、
済
機
斯
是
。
故
下
文

云
、
庶
令
臨
機
有
用
、
即
事
即
行
等
是
」
（
卍
新
蟇
四
三
、
二
七
上
）
。

（
鉋
）
｛
上
巻
］
「
標
宗
顕
徳
篇
第
こ
よ
り
「
自
窓
宗
要
篇
第
十
二
」
ま
で
の
十
二
章
を
指
す
。
こ
の
上
巻
は
、
諸
掲
磨
や
受
戒
・
説
戒
安
居
な

ど
、
僧
団
全
体
と
し
て
の
行
為
・
行
事
に
関
す
る
規
定
を
論
じ
た
章
で
あ
る
。

（
認
）
【
摂
於
衆
務
］
「
衆
務
」
は
、
出
家
者
の
様
々
な
務
め
の
こ
と
で
あ
り
、
『
資
持
記
」
に
よ
る
と
、
特
別
こ
こ
で
は
「
掲
磨
」
を
意
味
す
る
と
い

へへ

2019
…曹

（
略
）
［
猷
言
一
道
理
．
教
え
。
「
紗
批
」
「
猷
者
法
也
。
謂
我
何
敢
軽
慢
法
言
」
（
卍
新
蟇
四
二
、
六
二
三
中
）
。
『
捜
玄
録
」
「
猷
法
也
。
豈
敢
軽
慢
三

蔵
聖
法
之
真
言
」
（
卍
新
蟇
四
一
、
八
六
六
中
）
・

（
Ⅳ
）
【
学
有
所
承
、
承
必
知
本
］
学
問
の
師
資
相
承
を
意
味
す
る
。
師
か
ら
教
え
を
承
る
と
い
う
こ
と
は
、
師
を
遡
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
必
ず

お
お
も
と
の
立
場
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
「
紗
批
』
「
学
有
所
承
等
者
、
謂
我
親
承
首
律
師
所
也
。
聴
講
律
得
二
十
餘
遍
也

承
必
知
本
者
、
謂
師
師
相
承
、
相
伝
不
絶
、
故
日
承
也
。
親
知
如
来
制
之
本
意
、
故
日
承
必
知
本
也
」
（
卍
新
慕
四
二
、
六
二
三
中
）
・

（
肥
）
【
廃
立
意
多
一
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
仏
典
を
引
用
す
る
際
に
、
記
載
が
あ
る
仏
典
と
な
い
仏
典
と
が
あ
る
こ
と
。
特
に
律
蔵
研
究
に
お
い
て
は

諸
律
を
対
照
さ
せ
る
と
こ
の
よ
う
な
廃
立
が
多
く
見
ら
れ
る
。
慧
皎
「
高
僧
伝
』
明
律
篇
・
論
「
於
是
互
執
見
聞
、
各
引
師
説
、
依
拠
不
同
、
遂

、
、

成
五
部
。
而
所
制
軽
重
、
時
或
不
同
、
開
遮
廃
立
、
不
無
小
異
」
（
大
正
五
○
、
四
○
三
上
）
。

と
を
意
味
し
て
い
る
。

元
照
は
「
紗
」
に
三
蔵
な
ど
の
聖
教
を
「
採
摘
」
す
る
と
い
う
意
味
の
他
に
「
包
摂
」
の
意
味
が
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
『
行
事
紗
』
が
単
な

る
部
分
的
な
抜
き
書
き
で
は
な
く
、
始
め
と
終
わ
り
を
一
貫
さ
せ
て
意
味
を
明
瞭
に
す
る
と
い
う
方
針
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
戒
律
文
献
で
あ
る
こ

題
字
「
紗
」
の
義
に
つ
い
て
は
元
照
の
「
資
持
記
」
も
次
の
よ
う
に
明
解
な
解
釈
を
し
て
い
る
。

紗
者
有
二
義
。
一
採
摘
義
、
二
包
摂
義
。
謂
於
三
蔵
正
文
聖
賢
遺
記
、
採
拾
要
当
、
以
為
文
体
。
下
云
撮
略
正
文
、
即
初
義
也
。
彼
文
既
広
、

備
録
則
繁
。
故
於
其
間
、
略
提
首
後
、
訶
省
理
足
。
下
云
包
括
諸
意
、
即
次
義
也
。
至
第
十
門
、
当
自
広
説
。
（
卍
新
蟇
四
三
、
六
一
六
下

大
正
四
○
、
三
下
。

’
六
一
七
上
）
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う
。
こ
の
点
で
下
巻
の
「
随
機
要
行
」
と
テ
ー
マ
が
異
な
っ
て
い
る
。
「
資
持
記
』
「
衆
務
謂
四
人
已
上
掲
磨
僧
事
」
（
卍
新
蟇
四
三
、
六
二
二
下
）
・

（
別
）
【
中
巻
一
「
篇
聚
名
報
篇
第
十
三
」
「
随
戒
釈
相
篇
第
十
四
」
「
持
犯
方
軌
篇
第
十
五
」
「
幟
六
聚
法
篇
第
十
六
」
の
四
章
を
指
す
。
こ
の
中
巻
で

は
、
戒
体
・
戒
相
や
罪
の
分
類
・
熾
悔
の
方
法
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
錫
）
【
下
巻
】
「
二
衣
総
別
篇
第
十
七
」
よ
り
「
諸
部
別
行
篇
第
三
十
」
ま
で
の
十
四
章
を
指
す
。
こ
の
下
巻
に
は
、
衣
薬
等
の
所
持
品
を
は
じ
め

と
す
る
出
家
者
の
日
常
生
活
に
関
す
る
様
々
な
章
が
置
か
れ
て
い
る
。

（
恥
）
【
科
擬
］
内
容
を
推
し
量
っ
て
節
や
章
を
分
科
す
る
こ
と
。
「
資
持
記
」
「
科
謂
分
節
、
擬
即
度
量
」
（
卍
新
蟇
四
三
、
六
三
一
下
）
・

（
訂
）
【
取
物
類
相
従
】
同
類
の
テ
ー
マ
ご
と
に
分
類
す
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
篇
の
名
称
と
一
致
し
な
い
事
柄
で
も
関
連
が
あ
れ
ば
当
該
の
篇
に
組

み
込
む
こ
と
を
意
味
す
る
。
諸
注
釈
は
例
を
挙
げ
て
こ
れ
を
説
明
し
て
い
る
。
『
資
持
記
』
「
言
物
類
者
、
今
先
挙
示
、
如
安
居
分
房
、
釈
相
明
法

体
、
戯
六
聚
中
明
事
理
両
隙
、
二
衣
分
亡
人
物
、
導
俗
明
説
法
儀
、
沙
弥
中
出
家
業
、
及
七
篇
中
所
注
法
附
。
若
拠
篇
題
、
実
非
該
摂
。
然
夏
中

分
房
、
同
安
居
類
。
故
但
標
安
居
。
其
餘
自
摂
餘
皆
準
此
。
是
則
三
十
首
題
、
並
拠
一
篇
之
主
耳
。
若
爾
何
以
有
注
法
附
、
或
不
注
者
。
答
有
親

疎
故
」
（
卍
新
纂
四
三
、
六
二
二
下
’
六
二
三
上
）
。
「
紗
批
」
「
今
取
物
類
相
従
者
、
以
標
名
首
者
、
且
如
結
界
、
総
有
七
種
。
大
界
有
三
、
小
界

有
三
、
井
戒
場
為
七
。
今
直
標
名
、
云
結
界
方
法
。
雛
有
七
相
、
従
一
名
。
餘
二
十
九
篇
、
列
之
可
解
。
又
如
説
戒
、
即
有
心
念
説
戒
、
及
対
首

衆
法
説
戒
、
而
今
合
言
説
戒
正
儀
、
故
日
物
類
相
従
也
」
（
卍
新
蟇
四
二
、
六
一
四
中
）
・

（
躯
）
こ
れ
と
同
内
容
の
文
章
は
序
の
後
半
に
も
あ
る
。
「
夫
宅
身
仏
海
、
餐
味
法
流
、
形
同
僧
伍
、
行
唯
三
位
。
若
遵
仰
正
戒
、
識
達
持
犯
、
則
中

巻
之
中
、
体
相
具
美
。
自
行
既
成
、
外
徳
彰
用
、
則
上
巻
之
中
、
綱
領
存
芙
。
自
他
両
徳
、
成
相
多
途
、
則
下
巻
之
中
、
毛
目
顕
芙
。
此
三
明
行
、

無
行
不
収
、
三
巻
摂
文
、
無
文
不
委
。
然
則
事
類
相
投
、
更
難
量
擬
。
若
長
途
散
釈
、
則
寡
於
討
論
。
必
随
相
曲
分
、
便
過
在
繁
砕
。
今
随
宜
約

（
マ
マ
）

略
、
通
結
指
帰
、
使
挙
領
提
網
、
毛
目
自
整
。
載
野
載
覧
、
随
事
随
依
」
（
大
正
四
○
、
四
上
）
・

（
羽
）
『
行
事
紗
』
序
「
長
見
必
録
以
輔
博
知
、
濫
述
必
剪
用
成
通
意
、
或
繁
文
以
顕
事
用
、
或
略
指
以
類
相
従
、
或
文
断
而
以
義
連
、
或
徴
辞
而
仮

来
問
。
如
是
始
終
交
映
、
隠
顕
互
出
」
（
大
正
四
○
、
一
上
中
）
。

（
鋤
）
『
行
事
紗
」
序
「
此
三
明
行
、
無
行
不
収
、
三
巻
摂
文
、
無
文
不
委
。
然
則
事
類
相
投
、
更
難
量
擬
」
（
大
正
四
○
、
四
上
）
・

（
瓠
）
例
え
ば
「
歴
代
三
宝
紀
』
で
は
、
『
経
律
異
相
」
に
つ
い
て
「
至
天
監
七
年
、
以
為
正
像
漸
末
、
信
楽
弥
衰
、
三
蔵
浩
漫
、
鮮
能
該
洽
。
勅
沙

門
僧
昊
宝
唱
等
、
録
経
律
要
事
、
以
類
相
従
、
名
経
律
異
相
、
凡
五
十
巻
」
（
大
正
四
九
、
九
四
中
）
と
あ
り
、
広
大
な
経
律
の
要
事
を
同
類
の

項
目
ご
と
に
分
類
し
た
こ
と
を
「
以
類
相
従
」
と
表
現
す
る
。
舘
［
一
九
八
二
］
は
「
以
類
相
従
」
の
意
味
に
つ
い
て
「
一
定
の
分
類
基
準
を
設
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（
犯
）
［
冠
超
衆
象
］
戒
の
功
徳
は
思
議
し
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
具
体
的
な
形
や
現
象
と
し
て
現
れ
る
様
々
な
も
の
を
超
越
し
て
い
る
こ
と

『
資
持
記
」
「
良
以
戒
徳
高
広
、
故
非
一
物
可
哺
。
偏
挙
諸
象
、
各
得
一
端
、
不
能
全
似
、
故
云
冠
超
也
」
（
卍
新
纂
四
三
、
六
一
七
下
’
六
一
八

上
）
。
他
の
注
釈
で
は
、
「
衆
象
」
を
定
慧
二
学
の
こ
と
と
し
て
、
戒
は
定
慧
の
基
で
あ
る
か
ら
こ
れ
ら
よ
り
勝
れ
て
い
る
と
す
る
解
釈
も
あ
る
。

（
マ
マ
）
（
マ
マ
）

『
紗
批
」
「
衆
像
者
、
是
定
慧
等
万
善
也
。
戒
能
生
定
慧
、
定
慧
所
依
故
、
徳
超
二
学
。
故
日
冠
超
衆
像
」
（
卍
新
墓
四
二
、
六
二
中
）
。
「
捜
玄

（
マ
マ
）

録
」
「
像
法
中
、
聖
教
非
一
、
八
万
法
門
、
以
為
衆
像
。
・
・
…
戒
為
定
慧
諸
法
之
上
」
（
卍
新
蟇
四
一
、
八
四
四
下
）
。
「
簡
正
記
」
「
別
脱
之
戒
、

最
為
高
貴
、
猶
若
於
冠
、
為
万
善
之
因
基
。
一
切
定
芸
、
従
弦
立
故
。
所
以
超
也
」
（
卍
新
蟇
四
三
、
三
二
上
）
・

（
錫
）
三
宝
之
舟
航
】
舟
航
に
は
「
連
載
」
の
義
が
あ
る
こ
と
は
諸
注
釈
書
で
共
通
し
て
注
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
意
味
は
、
「
三
宝
を
後

の
時
代
へ
運
ん
で
住
持
し
て
い
く
」
と
い
う
意
味
と
、
「
人
々
を
悟
り
の
世
界
へ
運
ぶ
」
と
い
う
意
味
と
、
二
つ
の
意
味
に
解
釈
で
き
る
。
前
者

の
意
で
解
釈
す
る
の
は
「
捜
玄
録
』
（
卍
新
墓
四
一
、
八
四
六
上
）
・
「
簡
正
記
』
（
卍
新
慕
四
三
、
三
二
中
）
で
あ
り
、
お
お
む
ね
後
者
の
意
で
解

釈
す
る
の
は
『
紗
批
」
（
卍
新
蟇
四
二
、
六
二
中
）
で
あ
る
。
『
資
持
記
』
は
両
義
を
挙
げ
た
上
で
前
者
の
立
場
を
と
る
。
『
資
持
記
』
「
功
由
戒

力
運
載
不
絶
、
故
如
舟
焉
。
何
以
然
耶
、
由
仏
法
二
宝
並
仮
僧
弘
。
僧
宝
所
存
、
非
戒
不
立
。
：
…
或
可
越
度
凡
流
、
入
三
宝
位
、
必
須
受
戒
、

以
合
舟
嚥
。
文
通
此
釈
、
前
解
為
正
」
（
卍
新
蟇
四
三
、
六
一
八
上
）
・

（
誕
）
【
四
依
一
仏
教
者
が
依
り
所
と
す
べ
き
四
つ
の
対
象
。
こ
れ
に
は
人
四
依
・
行
四
依
・
法
四
依
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
教
え
が
仏
弟
子
た
ち
に

伝
承
さ
れ
て
滅
び
な
か
っ
た
と
い
う
文
意
よ
り
、
人
四
依
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
「
資
持
記
」
「
今
此
所
標
、
即
人
四
依
」
（
卍
新
蟇
四
三
、
六

（
弱
）
【
澆
訓
］
時
代
と
と
も
に
う
す
ま
っ
て
悪
い
方
向
へ
転
化
し
て
い
く
こ
と
。
湛
然
「
止
観
輔
行
伝
弘
決
」
「
正
法
将
墜
、
時
逢
像
末
、
法
漸
澆

訓
、
衆
生
起
過
」
（
大
正
四
六
、
一
六
六
下
）
。
ま
た
道
宣
の
場
合
に
は
、
同
様
の
意
味
・
文
脈
で
「
浮
訓
」
と
い
う
語
を
用
い
る
例
が
あ
る
。

『
四
分
律
冊
補
随
機
掲
磨
疏
』
序
「
所
以
前
修
後
進
、
成
調
維
持
、
代
漸
浮
誰
、
不
無
沿
濫
」
（
卍
新
蟇
四
一
、
八
四
中
）
。
『
大
唐
内
典
録
」
歴

、
、

代
衆
経
伝
訳
所
従
録
の
序
「
訳
従
方
俗
、
随
俗
所
伝
、
多
陥
浮
誰
、
所
失
多
芙
」
（
大
正
五
五
、
二
一
九
下
）
。

（
記
）
【
争
鋒
唇
舌
之
間
、
鼓
論
不
形
之
事
一
「
荘
子
」
盗
鮖
「
揺
唇
鼓
舌
、
檀
生
是
非
」
。
「
不
形
之
事
」
に
つ
い
て
は
『
紗
批
」
に
「
以
其
真
如
理

言
及
が
見
ら
れ
る
。

け
て
条
文
を
排
列
し
た
と
い
う
意
味
」
（
六
九
頁
）
で
あ
る
と
し
て
端
的
に
定
義
し
て
い
る
。
ま
た
、
仏
教
類
書
の
成
立
や
そ
の
背
景
を
論
じ
た

研
究
に
は
、
前
掲
の
大
内
［
二
○
一
三
］
・
落
合
［
二
○
○
六
］
が
あ
り
、
「
以
類
相
従
」
と
い
う
句
に
代
表
さ
れ
る
類
書
の
基
本
概
念
に
関
す
る

一
八
下
）
。
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（
鉛
）
〔
世
事
〕
『
捜
玄
録
」
「
世
事
者
、
当
今
現
世
之
機
要
、
所
行
之
事
也
」
（
卍
新
募
四
一
、
八
五
二
上
）
。
冒
持
記
」
「
言
世
事
者
、
謂
是
世
中
合

行
之
事
、
非
世
俗
之
事
也
」
（
卍
新
蟇
四
三
、
六
二
○
中
）
。

（
４
）
〔
時
有
鋭
懐
行
事
】
行
事
を
示
す
す
ぐ
れ
た
律
僧
諸
師
を
指
す
が
、
文
中
の
「
時
」
が
い
つ
な
の
か
、
ま
た
具
体
的
に
誰
な
の
か
を
め
ぐ
っ
て

は
注
釈
に
よ
っ
て
見
解
が
異
な
る
。
『
資
持
記
」
は
「
即
目
鎧
諦
光
願
四
師
」
（
卍
新
蟇
四
三
、
六
二
○
下
）
と
し
、
『
捜
玄
録
」
は
「
時
者
謂
教

来
九
代
時
中
、
有
脩
撰
掲
磨
者
、
云
時
有
也
」
（
卍
新
蟇
四
一
、
八
五
二
上
）
と
す
る
。
一
方
「
簡
正
記
」
は
「
但
是
紗
主
同
時
制
作
諸
師
也
」

（
卍
新
募
四
三
、
三
九
下
）
と
す
る
。

（
蝿
）
一
文
在
義
集
一
広
律
に
散
在
す
る
諸
謁
磨
文
を
意
味
に
し
た
が
っ
て
章
や
節
に
区
分
し
て
ま
と
め
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
作
業
は
意
味
内
容
を

明
確
に
す
る
と
い
う
点
で
評
価
も
で
き
る
が
、
道
宣
の
文
脈
の
場
合
に
は
正
文
に
依
ら
ず
窓
意
的
な
解
釈
を
し
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
批
判
的
な

意
図
で
述
べ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
『
資
持
記
」
「
次
義
集
者
、
即
諸
本
掲
磨
、
以
掲
磨
文
散
在
広
律
、
並
以
義
類
、
集
結
成
篇
、
故
云
文
在

義
集
」
（
卍
新
蟇
四
三
、
六
二
○
中
）
。
「
紗
批
」
「
不
依
聖
教
、
多
用
意
言
、
故
称
義
集
」
（
卍
新
蟇
四
二
、
六
一
三
中
）
。

（
蝿
）
〔
見
行
謁
磨
］
受
戒
・
説
戒
・
自
窓
な
ど
現
実
に
行
わ
れ
る
諸
掲
磨
を
指
す
。
ま
た
「
見
行
」
は
注
釈
書
で
は
「
現
行
」
と
さ
れ
る
場
合
も
あ

（
マ
マ
）

（
マ
マ
）

る
。
「
紗
批
」
「
丼
現
行
掲
磨
者
、
今
紗
中
説
戒
受
戒
自
恋
等
諸
掲
磨
、
是
常
途
現
行
之
事
、
故
日
現
行
也
」
（
卍
新
蟇
四
二
、
六
一
四
上
）
。
『
資

持
記
」
「
対
世
寡
用
、
故
日
見
行
」
（
卍
新
蟇
四
三
、
六
二
二
上
）
。

（
調
）
【
文
疏
廃
立
問
答
要
抄
］
各
注
釈
書
を
見
る
と
、
文
疏
・
廃
立
・
問
答
・
要
抄
を
そ
れ
ぞ
れ
注
釈
す
る
も
の
含
簡
正
記
』
卍
新
纂
四
三
、
三

九
中
下
）
と
、
「
文
疏
廃
立
」
「
問
答
要
抄
」
と
の
二
つ
に
分
け
て
注
釈
す
る
も
の
（
「
紗
批
』
卍
新
慕
四
二
、
六
一
三
上
・
『
捜
玄
録
」
卍
新
蟇
四

一
、
八
五
二
上
）
と
が
あ
る
。
よ
っ
て
「
文
疏
・
廃
立
・
問
答
・
要
抄
」
な
の
か
、
「
文
疏
の
廃
立
、
問
答
の
要
抄
」
な
の
か
は
今
後
慎
重
に
検

相
、
既
深
非
可
見
聞
、
故
日
不
形
。
形
由
現
也
。
又
云
虚
説
至
理
。
…
：
．
」
（
卍
新
纂
四
二
、
六
一
二
上
）
と
あ
る
。

（
師
）
大
内
篇
［
二
○
一
三
］
参
照
。

（
犯
）
箭
代
諸
師
所
流
遣
邑
「
行
事
紗
』
序
「
次
明
諸
師
異
執
。
法
聡
律
師
、
覆
律
師
（
出
疏
六
巻
）
、
光
律
師
（
両
度
出
疏
）
、
理
・
隠
・
楽
三

師
（
各
出
抄
）
、
遵
統
師
（
疏
八
巻
）
、
淵
律
師
（
有
疏
）
、
雲
・
暉
・
願
三
師
（
各
自
出
抄
疏
）
、
洪
勝
二
師
（
有
抄
）
、
首
律
師
（
有
疏
二
十
巻
）
、

礪
律
師
（
有
疏
十
巻
）
、
基
律
師
（
有
疏
）
、
已
外
曇
暖
・
僧
祐
・
霊
裕
諸
師
、
已
下
及
江
表
関
内
河
南
蜀
部
、
諸
餘
流
伝
者
、
並
具
披
括
一
如
義

一
、
八
五
二
上
）
と
昭

討
す
る
必
要
も
あ
る
〔

礪
律
師
（
有
疏
十
巻
）
、

紗
」
（
大
正
四
○
、
三
下
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（
妬
）
大
正
四
○
、
一
中
。

（
妬
）
船
山
［
二
○
○
二
］
［
二
○
○
六
］
［
二
○
○
七
］
参
照
。

（
卿
）
爾
機
有
毘
「
即
事
即
行
」
と
ほ
ぼ
同
義
の
対
句
に
な
っ
て
お
り
、
受
戒
・
説
戒
・
安
居
・
自
窓
等
を
含
む
仏
道
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
こ

の
害
を
活
用
し
て
律
の
規
定
を
守
っ
て
い
く
こ
と
を
、
道
宣
が
読
者
に
求
め
て
い
る
言
葉
。
『
資
持
記
」
「
臨
機
有
用
、
即
事
即
行
、
二
句
偶
対
、

語
別
義
同
」
（
卍
新
慕
四
三
、
六
四
一
上
）
。
「
紗
批
』
「
臨
機
有
用
等
者
、
謂
如
対
受
説
安
窓
計
請
等
事
。
即
披
文
而
用
之
、
不
労
問
於
他
人
也
。

豈
復
疑
於
罪
福
者
、
既
執
事
案
文
。
何
所
疑
。
罪
福
者
、
福
持
罪
犯
、
豈
疑
持
犯
也
」
（
卍
新
蟇
四
二
、
六
二
三
下
）
・

（
蛤
）
【
不
急
之
務
］
い
ま
急
に
必
要
で
は
な
い
務
め
。
よ
り
具
体
的
に
「
不
急
」
と
は
、
例
え
ば
提
婆
達
多
の
破
僧
な
ど
、
仏
在
世
中
の
特
殊
な
状

況
下
で
起
こ
っ
た
戒
律
問
題
を
指
し
、
こ
れ
ら
は
出
家
者
の
務
め
と
し
て
直
近
の
課
題
で
は
な
い
と
し
て
『
行
事
紗
」
撰
述
の
意
趣
と
は
異
な
る

こ
と
を
述
べ
た
も
の
。
『
荷
子
』
天
論
「
無
用
之
弁
、
不
急
之
察
、
棄
而
不
治
、
若
夫
君
臣
之
義
、
父
子
之
親
、
夫
婦
之
別
、
則
日
切
蹉
而
不
舎

也
」
。
「
紗
批
』
で
は
、
道
宣
が
詳
細
な
説
明
を
省
略
し
よ
う
と
す
る
「
破
僧
違
諫
戒
」
を
事
例
と
し
て
挙
げ
る
。
『
紗
批
」
「
知
其
始
末
者
、
勝
云
、

且
如
破
僧
違
諫
諸
戒
、
始
末
大
繁
、
不
属
今
時
現
行
。
若
更
窮
所
由
、
非
紗
之
意
。
故
前
序
中
云
、
横
評
不
急
之
言
、
於
紗
便
成
所
諄
、
是
義

也
」
（
卍
新
蟇
四
二
、
六
六
○
上
）
。
『
行
事
紗
』
随
戒
釈
相
篇
（
「
破
僧
違
諫
戒
」
の
当
該
箇
所
）
「
或
事
希
法
隠
、
当
世
寡
用
［
如
誇
僧
拒
僧
欲

不
障
道
等
］
或
但
有
因
用
、
終
不
辨
果
。
局
仏
在
世
有
、
滅
後
所
無
［
即
此
二
破
僧
違
諫
者
］
如
此
衆
戒
、
其
相
極
多
、
終
非
見
用
、
徒
費
抄
略
、

並
所
未
詳
出
」
（
大
正
四
○
、
六
三
中
）
・

（
⑲
）
【
真
宗
］
道
宣
の
立
場
、
あ
る
い
は
こ
の
「
行
事
紗
」
撰
述
に
お
け
る
道
宣
の
立
場
を
示
し
た
語
。
『
紗
批
』
「
真
宗
蕪
稜
者
、
指
紗
為
真
宗
。

謂
若
更
加
不
急
之
文
、
便
是
荒
様
、
致
使
後
人
行
用
則
昏
迷
、
不
識
其
意
、
故
日
」
（
卍
新
慕
四
二
、
六
二
三
下
）
。
『
簡
正
記
」
「
真
宗
蕪
稜
者
、

此
紗
堪
為
済
世
行
事
、
号
日
真
宗
。
若
加
不
急
之
詞
、
如
野
草
混
於
良
田
、
名
蕪
稜
也
」
（
卍
新
蟇
四
三
、
七
三
上
）
。

（
“
）
【
並
皆
攪
爲
此
宗
之
一
見
］
『
資
持
記
』
に
よ
れ
ば
、
前
の
句
「
導
俗
正
儀
、
出
家
雑
法
」
は
「
行
事
紗
』
導
俗
化
方
篇
・
沙
弥
別
行
篇
を
指

す
と
し
、
こ
の
二
篇
は
両
分
律
』
の
引
用
が
少
な
く
、
他
律
等
の
引
用
の
方
が
多
い
と
い
う
。
そ
れ
は
著
者
道
宣
が
諸
律
の
同
異
を
取
捨
す
る

な
ど
の
考
察
を
行
っ
た
結
果
で
あ
る
か
ら
、
道
宣
は
こ
の
一
文
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
『
行
事
紗
』
が
全
体
と
し
て
「
此
の
宗
」
の
正
統
な
見

解
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
資
持
記
」
「
下
二
句
即
指
導
俗
沙
弥
篇
中
諸
事
。
由
此
二
篇
、
多
集
群
部
、
少
出
本
宗
、
故
別
会
之
〔

尋
文
可
見
。
既
並
他
部
、
収
帰
本
宗
、
故
云
攪
為
一
見
等
。
此
宗
者
、
若
対
餘
部
、
即
指
四
分
。
若
対
諸
家
、
即
帰
今
紗
一
家
行
事
」
（
卍
新
纂

四
三
、
六
二
二
上
）
。
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岡
部
和
雄
［
一
九
七
一
］
「
僧
祐
の
疑
偽
経
観
と
抄
経
観
」
含
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
二
号
、
六
三
’
七
四
頁
）
。

落
合
俊
典
［
二
○
○
六
］
「
漢
訳
経
典
の
生
成
と
要
文
集
の
編
集
ｌ
「
法
苑
珠
林
』
以
前
の
世
界
ｌ
」
（
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
「
小
野

随
心
院
所
蔵
の
文
献
・
図
像
調
査
を
基
盤
と
す
る
相
関
的
・
総
合
的
研
究
と
そ
の
展
厘
く
○
巨
［
研
究
代
表
者
・
荒
木
浩
］
八
’
一
四
頁
）
。

舘
裕
之
［
一
九
八
二
］
「
『
経
律
異
相
」
を
中
心
と
し
て
み
た
梁
代
仏
教
類
書
の
編
纂
事
情
」
二
佛
教
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
一
○
号
、
六
三
Ｉ

百
〈
）
・

岡
部
和
雄
［
一

落
合
俊
典
［
二

大
内
文
雄
［
二
○
一
三
］
『
南
北
朝
階
唐
期
仏
教
史
研
究
』
（
法
蔵
館
）
・

Ｉ
（
編
）
［
二
○
一
三
］
「
道
宣
著
作
の
研
究
ｌ
道
宣
著
作
序
文
訳
注
稿
ｌ
」
（
「
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
紀
要
一
第
三
○
号
、
一
’
九
八

略
号
な
ら
び
に
参
考
文
献

大
正
辨
大
正
新
脩
大
蔵
経
（
大
蔵
出
版
）
・

卍
新
蟇
津
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
（
国
耆
刊
行
会
）
。

（
帥
）
た
と
え
ば
『
資
持
記
』
「
紗
興
中
標
云
本
意
者
、
下
云
臨
機
有
用
等
是
」
（
卍
新
蟇
四
三
、
六
四
○
中
）
、
「
臨
機
有
用
即
事
即
行
、
：
…
・
此
之

四
句
、
一
部
大
宗
、
独
異
諸
師
、
高
超
九
代
」
（
卍
新
纂
四
三
、
六
四
一
上
）
、
「
簡
正
記
」
「
問
前
代
既
有
疏
抄
不
小
。
南
山
何
故
更
製
紗
文
。
莫

、
、
、
、

是
政
乎
異
端
、
強
生
穿
鑿
否
。
答
但
為
古
来
疏
抄
、
文
繁
隠
略
、
未
可
逗
機
、
致
使
今
師
斐
然
起
意
。
貴
臨
機
有
用
行
事
無
疑
、
巻
約
行
分
、
篇

随
類
聚
、
言
過
二
十
餘
万
、
随
捻
依
行
。
広
在
下
文
総
序
中
述
」
（
卍
新
募
四
三
、
二
二
上
）
・

（
副
）
大
正
四
○
、
一
中
。

『
行
事
紗
」
唐
・
道
宣
撰
『
四
分
律
Ⅲ
繁
補
間
行
事
紗
』
今
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
四
○
巻
所
収
）
。

『
捜
玄
録
」
唐
・
志
鴻
撰
『
捜
玄
録
解
四
分
律
Ⅲ
繁
補
閥
行
事
紗
録
」
（
「
新
蟇
大
日
本
続
蔵
経
」
第
四
一
巻
所
収
）
・

『
紗
批
』
唐
・
大
覚
撰
『
四
分
律
行
事
紗
批
』
含
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
第
四
二
巻
所
収
）
。

『
簡
正
記
」
後
唐
・
景
霄
撰
「
四
分
律
行
事
紗
簡
正
記
」
（
「
新
蟇
大
日
本
続
蔵
経
」
第
四
三
巻
所
収
）
・

『
資
持
記
」
未
・
元
照
撰
『
四
分
律
行
事
紗
資
持
記
』
（
「
新
慕
大
日
本
続
蔵
経
』
第
四
三
・
四
四
巻
所
収
）
。
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［
二
○
○
六
］
胃
斉
・
寛
陵
文
宣
王
薫
子
良
撰
冨
住
子
」
の
訳
注
作
成
を
中
心
と
す
る
中
国
六
朝
仏
教
史
の
基
礎
研
究
」
（
科
学
研
究
費

補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
［
研
究
代
表
者
・
船
山
徹
］
）
・

Ｉ
［
二
○
○
七
］
「
六
朝
仏
典
の
翻
訳
と
編
輯
に
見
る
中
国
化
の
問
題
」
（
「
東
方
学
報
」
京
都
第
八
○
冊
、
一
’
一
八
頁
）
．

Ｉ
［
二
○
一
三
］
「
仏
典
は
ど
う
漢
訳
さ
れ
た
の
か
ｌ
ス
ー
ト
ラ
が
経
典
に
な
る
と
き
ｌ
』
（
岩
波
言
店
）
。

九
○
頁
）
・

内
藤
龍
雄
［
一
九
七
一
］
「
僧
祐
の
著
作
活
動
」
（
「
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
○
巻
第
一
号
、
二
八
四
’
二
八
七
頁
）
。

藤
谷
昌
紀
［
二
○
○
七
］
「
諸
子
良
の
抄
経
・
著
作
の
性
格
に
つ
い
て
」
（
「
印
度
学
仏
教
学
研
究
」
第
五
六
巻
第
一
号
、
一
二
一
’
一
二
八
頁
）
。

藤
善
眞
澄
［
一
九
八
八
］
「
僧
祐
は
道
宣
な
り
」
言
大
乗
仏
典
〈
中
国
・
日
本
篇
〉
』
第
四
巻
、
月
報
六
、
中
央
公
論
社
）
。

Ｉ
［
二
○
○
二
］
「
道
宣
伝
の
研
究
」
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
）
。

船
山
徹
三
○
○
二
］
「
「
漢
訳
」
と
「
中
国
撰
述
」
の
間
ｌ
漢
文
仏
典
に
特
有
な
形
態
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
仏
教
史
学
研
究
』
第
四
五
巻
第
一
号
、

（
平
成
三
十
六
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
［
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
］
「
道
宣
著
作
の
研
究
」
（
研
究
代
表
者
・
大
内
文
雄
）
の
研
究
成
果
の
一
部
）

［
二
○
○
二
］

一
’
二
八
頁
）
。
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